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 2011年台風12号に伴う豪雨により，和歌山県が管理する一般国道424号が被災し，道路災害関

連事業として取り組んでいる事例について紹介する． 
位 置：和歌山県日高郡みなべ町清川地内   路線名：一般国道424号 
特 色：2011年台風12号に伴う豪雨により，一般国道424号に隣接する法面で，深層崩壊と地す

べりが連続して発生した．これの復旧効果をさらに合理化させるために，隣接地で計

画していた交付金事業による改良計画と併せて，一体で整備を行う改良復旧 
 

キーワード 災害復旧，災害関連  
 

 

1. はじめに 

 

 和歌山県日高郡みなべ町清川地内において被災した一

般国道424号は，和歌山県田辺市から日高郡みなべ町，

日高川町，有田郡有田川町，海南市を経て紀の川市に至

る延長120.6kmの幹線道路であり，みなべ町では国道42

号及び近畿自動車道紀勢線とアクセスする幹線道路であ

る． 

 また，「和歌山県地域防災計画」では「第二次緊急輸

送道路」に指定され，防災上からも重要な路線である

（図-1）．  

 

 

図-1  一般国道424号位置図 

2. 被災の状況 

 

(1)  台風12号による県下の被災概要 

 2011年8月25日に発生した台風12号は，発達しながら

ゆっくりとした早さで北上し，四国地方，中国地方を縦

断し，9月4日未明には日本海に進んだ（図-2）．台風が

大型で，動きが遅かったため，長時間にわたり台風周辺

の湿った空気が異常に流れ込み，西日本から北日本にか

けて，山沿いを中心に広い範囲で記録的な大雨となった． 

 

 

 

図-2  台風12号の進路 
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 この台風による和歌山県全域での被害をみると，人的

被害は，死者56人（うち災害関連死6人），行方不明者5

人，負傷者9人，物的被害は，全壊371棟，半壊1,842棟，

一部破損171棟，床上浸水2,680棟，床下浸水3,147棟，浸

水被害1,592棟（2012年4月時点）にも及んでおり，和歌

山県に甚大な被害を与えた． 

 

(2)  災害の発生 

 台風12号により，2011年9月1日から9月5日まで断続的

に降り続いた雨は，時間最大雨量67mm，5日間累積雨量

723mmと記録的豪雨であった（図-3）．この豪雨により，

日高郡みなべ町清川地内では，2011年9月4日2時頃に，

国道424号法手見トンネル終点側坑口の谷部で幅約40m，

延長約195mの深層崩壊，隣接する斜面で幅約110m，延

長約85mの地すべりが発生し，その崩土により国道424

号が埋没し，全面通行止めとなった．また，1名の方が

亡くなられたことは，痛恨の極みであった． 

図-3  台風12号に伴う降水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(3)  地形及び地質，災害発生のメカニズム 

a) 地形及び地質 

 被災斜面は，一般国道424号みなべ町清川地内の法手

見トンネル終点側坑口側の谷部及び隣接する尾根部であ

る． 

周辺の地形は，果無山脈の西部で標高300～400m程度

の急峻な山体が分布しており，その山間部を二級河川の

南部川が蛇行を繰り返し，南西方向に流下している． 

 被災斜面は南北に伸びる最大約280mの尾根の南端部

で，南部川の攻撃斜面に位置し，今回の被災斜面より上

流部において，過去に地すべりが発生しており，斜面形

成過程において南部川の攻撃斜面は，浸食風化を受けて

岩盤が脆くなっているものと推測される． 

b) 災害発生のメカニズム 

 台風12号による記録的豪雨によって，法手見トンネル

終点側坑口の谷部で谷部深層崩壊が発生し，その後隣接

する斜面で地すべりが発生した（写真-1），（図-4）． 

写真-1  被災当初の全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-4  被災状況平面図 

防災・保全部門：No.25

2



 谷部深層崩壊地は，幅約40m，延長約195m，頭部滑落

崖高約30mにわたって崩壊し，その側方斜面には層厚約

10mの風化が著しい泥岩が分布しており，それ以深には

破砕質の分布が認められるものの，安定した岩盤が確認

でき，風化が著しい泥岩層と安定した岩盤層の境界に脆

弱化が進行した撹乱帯が確認された．谷部深層崩壊地は

もともと湧水が豊富な谷部で，台風12号による記録的な

豪雨により，地下水位がこれまでになく上昇したことで，

潜在的に存在していたすべり面を境界に潜在地すべりブ

ロックの右側方部が大規模に崩壊したものと考えられる． 

 地すべりブロックは，幅約110m，延長約85m，最大層

厚約27mにわたり，台風12号による記録的な豪雨により，

亀裂の発達した岩盤内の地下水位が上昇することで，間

隙水圧が上昇し，活動したものと考えられる．被災後も，

降雨時に変位の累積が確認されたことから，降雨による

地下水位の上昇にて不安定化する傾向にある． 

 潜在地すべりブロックは，幅約160m，延長約170m，

最大層厚約29mにわたり，台風12号による記録的な豪雨

の後には顕著な活動は確認されなかったが，地すべりブ

ロックの活動や谷部深層崩壊による右サイドフリクショ

ンがなくなったことにより，今後潜在地すべりブロック

の不安定化が懸念される． 

 

 

3. 復旧事業の概要 

 

(1)  災害関連事業の適用 

 被災箇所は，現時点では顕著な動きは確認できないも

のの，谷部深層崩壊斜面を含む大規模な潜在地すべりブ 

ロックが存在することから，復旧工事においては，被災

した深層崩壊斜面と地すべりブロックの復旧対策工事の

みでは，潜在地すべりブロックや周辺の脆弱化した斜面

を残存させることになり，潜在地すべりブロックに対す

る長期的な安全を確保できないこととなる． 

このため，潜在地すべりブロックや周辺部の脆弱化し

た斜面を含む範囲の再度災害の防止を図るため，災害を

受けた施設を原形に復旧する災害復旧事業のみならず， 

災害箇所の原形復旧のみではその効果が限定される場合

等において，災害箇所や未被災箇所等を含めて復旧する

改良復旧事業の一つである災害関連事業の要望を行った． 

 この災害関連事業を要望するにあたり，復旧効果をさ

らに合理化させるために，隣接地の幅員狭小や線形不良

区間の解消を図り，路線バス等の円滑な走行性を確保す

るために，計画していた交付金事業による改良計画と併

せた一体整備により，被災箇所の路線・道路の区域変更

も合せて行い施行する改良復旧について検討し，要望を

行った． 

 

(2)  災害復旧事業による復旧工法（親災） 

 谷部深層崩壊地と地すべりブロックについて，崩壊斜

面の危険要因としては，以下の点が挙げられ，復旧工法

としては，それらの危険要因を解消する工法を選定し検

討を行った． 

a) 谷部深層崩壊地 

①頭部滑落崖の東側に残存する不安定化した土塊の崩落 

②長大滑落崖部法面の侵食や風化の進行に伴う崩壊 

これらを対策する工法として，①の残存する落ち残り

不安定土塊に対しては，原位置で抑止する工法，待ち受

ける工法，排土する工法の３案について比較し，除去す

 

表-1  災害復旧事業工法比較検討表 
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る工法の排土工を選定し，法面保護工として，植生基材

吹付工を採用した．また，②の長大滑落崖部法面の法面

保護工としては，吹付枠工を採用した． 

b) 地すべりブロック 

①崩壊頭部の強風化土・強風化岩の崩落 

②崩壊によって発生した亀裂に沿って劣化が進行した斜

面中腹から末端部の風化岩・風化土の落石や崩壊 

③裸地化した斜面の降雨時の侵食 

④最大層厚約27mの地すべりブロックの活動 

 これらの地すべりブロックの対策工法として，地すべ

りブロックを排土する工法，アンカーにより抑止する工

法，排土とアンカーを組み合わせた工法の３案について

比較し，アンカーにより抑止する工法を採用した．なお，

地すべりの対策として，押え盛土工は地すべりの末端部

が，河川に近接しており施工できないため，比較案から

除外している． 

これらの，谷部深層崩壊地と地すべりブロックを対策

する現道復旧案と被災箇所をバイパスにより迂回するこ

とで，安全性を確保するトンネル案を比較した結果，経

済性に優れる現道復旧案を親災として災害申請を行った

（表-1）． 

 

(3)  災害関連事業による復旧工法（関連） 

 前述したように，復旧工事において，被災した谷部深

層崩壊地と地すべりブロックの復旧対策工事のみでは，

潜在地すべりブロックや周辺の脆弱化した斜面を残存さ

せることになり，長期的な安全を確保できないこととな

るため，潜在地すべりブロックや周辺の脆弱化した斜面

の安全を確保するために，これらの被災箇所をトンネル

によりバイパス道路を構築し復旧する案と潜在地すべり

ブロックや周辺の脆弱化した斜面を含めて対策を行い現

道にて復旧する案との比較検討を行った． 

a) トンネル案 

 谷部深層崩壊地を含む潜在地すべりブロックおよび周

辺部の脆弱化した斜面をトンネルにより通過する案． 

b) 現道復旧案 

 潜在地すべりブロックをアンカー工にて対策し，隣接

する谷部深層崩壊地を排土工と法面保護工で対策し，現

道復旧を行う案． 

 上記２案の比較検討の結果，経済性で優れるトンネル

案を採用し，災害関連事業の要望を行った（表-2）．こ

れにより，谷部深層崩壊地を含めた潜在地すべりブロッ

クの再度災害防止の目的が達成され，かつ安全性，経済

性も確保される合理的な復旧案となった． 

 

(4)  災害関連事業の概要 

 復旧延長    L=642.4m 

 トンネル延長  L=487m 

 幅  員    土工部9.25m トンネル部8.50m 

 道路規格    第３種第４級 

 設計速度    V=40km/h 

 災害関連事業トンネル案の復旧ルート検討にあたり，

問題となったのは，被災箇所に隣接して計画されていた，

交付金事業による改良計画との取り合わせである． 

 通常，災害復旧事業，災害関連事業ともに，現道へ接

続することで，事業が完了するが，交付金事業の改良計

画に合わせてルートを計画すると，災害関連事業のトン

ネルの終点側坑口が地すべりブロックと干渉し，安全性

に懸念が残る．逆に，地すべりブロックを避ける位置に

トンネルの終点側坑口を計画すると，交付金事業の改良

 

表-2  災害関連事業復旧工法比較検討表 

災害関連事業延長L=642.4m 

（トンネル延長L=487.0m） 
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計画に接続する道路線形が非常に悪くなる．このため，

被災箇所における復旧効果をさらに合理化させることを

目的とし，交付金事業の改良計画の線形を見直し，一体

整備を行う計画とした（図-5,6）． 

 

 

4. おわりに 

 

 2011年の台風12号に伴う豪雨により，和歌山県の管理

道路である一般国道424号の法手見トンネルの終点側坑

口から，延長約150mで深層崩壊と地すべりが発生し，

全面通行止めとなり，みなべ町清川において，約240世

帯，850名が一時孤立した．そのため，早期ライフライ

ンの確保と防災上重要な路線である第二次緊急輸送道路

としての安全・安心な道路として，災害復旧を行う必要

があった． 

 災害復旧事業（親災）としては，現道復旧として谷部

深層崩壊地と地すべりブロックに対する対策による災害

申請を行った． 

 その一方で，現道復旧のみでは，潜在地すべりブロッ

クや周辺の脆弱化した斜面を残存させることになり，長

期的な安全を確保できないこととなるため，再度災害の

防止と復旧効果をさらに合理化させるためにトンネルバ

イパス案で災害関連事業の要望を行った． 

この災害関連事業の特長は，災害関連事業の計画と交

付金事業の計画が互いに成立することで，復旧効果が得

られるものであり，それぞれの事業が完了するだけでは，

復旧効果が得られない珍しい事例であが，被災箇所前後

の改良計画の法線変更と併せて，新設トンネルを計画し，

安全安心な国道を構築する災害関連事業として採択され

たものである． 
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図-6  計画平面図 
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図-5  標準断面図 
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